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【公開日】平成23年8月25日(2011.8.25)
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【国際特許分類】
   Ｂ６５Ｄ  30/16     (2006.01)
   Ｂ６５Ｄ  33/36     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６５Ｄ  30/16    　　　Ｊ
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【手続補正書】
【提出日】平成24年12月11日(2012.12.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一方の面に熱接着性樹脂層を備える２枚の矩形状の包装フィルムを重ねて周
縁部を全周に亘って熱接着することによって形成される袋体内の収納部に、固形物からな
る複数の内容物を密閉状態で収納した包装袋であって、
　前記袋体の収納部には、複数の内容物とともに所定量の空気が封入されていて、前記袋
体の厚みＤが、前記収納部に内容物が整列して収納される状態で、少なくとも内容物が自
然に起立する状態の高さＨよりも大きく、かつ、内容物の前記高さＨの１．４５倍よりも
小さく設定されており、
　熱接着により前記袋体の周縁部に形成された熱シール部は、その強度が純曲げ試験機（
クランプ幅５ｃｍ、シート幅５ｃｍ）による平均曲げこわさ値で１．０ｇ・ｃｍ２／ｃｍ
～３．７ｇ・ｃｍ２／ｃｍである包装袋。
【請求項２】
　前記袋体は、腰の強さがループスティフネス値で０．５ｇ／１５ｍｍ幅～７．０ｇ／１
５ｍｍ幅（ループ長１００ｍｍ）の範囲にある包装フィルムで構成されている請求項１に
記載の包装袋。
【請求項３】
　前記熱シール部は、そのシール幅が３ｍｍ～３０ｍｍに設定されている請求項１または
２に記載の包装袋。
【請求項４】
　前記袋体の少なくとも一辺に形成された熱シール部は、前記袋体の外方に向けて部分的
に切り欠かれてシール幅が他の領域よりも狭い幅狭領域を有しており、前記袋体は、前記
収納部から前記幅狭領域に向けて突き出る個別取出口を備えている請求項１～３のいずれ
かに記載の包装袋。
【請求項５】
　前記幅狭領域が形成された熱シール部と直交する両側の熱シール部の少なくとも一方に
は、前記袋体を開封するための第１の開封手段および第２の開封手段が設けられており、
　前記第１の開封手段は、熱シール部の前記個別取出部よりも下方にあたる位置に設けら
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れているとともに、前記第２の開封手段は、熱シール部の前記個別取出部の先端部近傍に
あたる位置に設けられている請求項４に記載の包装袋。
【請求項６】
　前記第２の開封手段は、前記側方の熱シール部に設けられる切り込みと、前記切り込み
を始点として前記個別取出部に向かって延びる誘導補助線により構成されている請求項５
に記載の包装袋。
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